
これまでのご利用に対しまして、厚く御礼申し上げます。
株式会社オアシスＭＳＣが発行したテレビカード1,500分及び1,455分（山口労災病院用）につき
ましては、2024年3月28日（木）をもちましてご利用を終了させていただきます。

利用終了及び資金決済に関する法律第20条第1項に基づく払戻し実施のご案内

ご利用終了日：２０２４年３月２８日（木）

ご利用終了日後のテレビカード残額精算について

上記ご利用終了日経過後のテレビカード残額精算につきましては、資金決済に関する法律第２
０条第１項の規定に基づき、払戻しを行いますので、以下の払戻し申出期間内に株式会社オアシ
スＭＳＣまでお申し出ください。

払戻し申出期間：２０２４年３月２８日（木）８時００分から ２０２４年９月３０日（月）１７時００分まで
平日：８時００分～１８時３０分 土･日･休祝日：１０時３０分～１４時００分

※ 上記払戻し申出期間内に申し出がない場合、当該払戻し手続きから除斥されますのでご注意ください。

株式会社オアシスＭＳＣ発行のテレビカード1,500分 及び 1,455分について（山口労災病院用）

お申し出方法及び払戻し方法

山口労災病院売店にて残高を確認し、残分数を金額に換算（１円未満の端数切り上げ）のうえ、テ
レビカードと引き換えにその場で現金により払戻し  （先着順全額払い、手数料不要）。また、どうしても
売店に持参できない場合には、郵送 での受け取り及び指定口座への振込にも対応。その場合、氏名、

住所、電話番号、振込口座を記載した用紙（書式自由）とテレビカードを同封し、株式会社オアシスＭＳ
Ｃ本社（東京都大田区蒲田5-38-3蒲田朝日ビルディング8階）に郵送。本社にて残高を確認し、残数分

を金額に換算（１円未満の端数切り上げ）し、指定口座に振込（切手などの郵送料及び振込手数料は
当社負担。先着順全額払い、手数料不要）。2024年9月30日の消印分まで有効。

払戻しの対象となるテレビカード

下記のとおり、裏面の発行者が「株式会社オアシスＭＳＣ」と記載されている時間表示減算
型の磁気テレビカード1,500分 及び 1,455分

この部分に「株式会社オアシスＭＳＣ」
と記してあるテレビカード

お問い合わせ先

株式会社オアシスＭＳＣ
〒144-0052 東京都大田区蒲田5-38-3蒲田朝日ビルディング8階
ＴＥＬ：03-5711-8215 ※照会時間は、午前10時00分～午後6時00分まで（土･日･休祝日を除く）

(病院並びに本社内掲示及びホームページ掲示内容)

カード表面(1,500分)

カード裏面(1,500分)

カード表面(1,455分)

カード裏面(1,455分)


